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公社等外郭団体の基本的方向の修正

基本的考え方Ⅰ

公社等見直しに関する今後の進め方（平成16年９月30日公社等外郭団体

見直し部会決定）に基づき、公社等見直し実行計画の進捗状況、公の施設の

新たな管理方法 「公社等関与指針」に基づく県関与のあり方の見直し等を、

総合的に勘案し、必要な修正を行う。

基本的方向修正のポイントⅡ

１ 公の施設の管理を受託している公社等（１０団体）

団 体 名 基 本 的 方 向 修 正 の 主 な 内 容

指定管理者制度が導入され(財)青少年育成・男女共生 公の施設に関する
推進機構

、 、ることを踏まえ サービス水準の向上更なる
(社福)県社会福祉事業団

管理体制や事業運営の一層の効率化を図り、
(財)産業振興センター

主体的・自立的な経営体制の確立に自ら取り
(財)観光開発公社

組む。
(財)物産プラザふくしま

(財)ふくしまフォレスト・
エコ・ライフ財団

※ 「公社等関与指針」に基づき、定期的な調査を(財)都市公園・緑化協会

実施するとともに、有識者で構成する第三者機関(財)文化振興事業団

による点検評価の結果に基づき、必要に応じて助(財)自然の家

言等を行う。(財)ふくしま海洋科学館

「 」 （ ）２ 現行の基本的方向で 統廃合 とされている公社等 ４団体：再掲２団体

団 体 名 基 本 的 方 向 修 正 の 主 な 内 容

整理計画に基づき、平成20年度末に解散する。住宅供給公社

平成16年度末に(社)畜産振興協会と統合する。(社)畜産公社

指定管理者制度への対応を最優先し、当面、(財)観光開発公社
統合を凍結する。(財)物産プラザふくしま

３ 現行の基本的方向で「管理部門の統合」とされている公社等（２団体）

団 体 名 基 本 的 方 向 修 正 の 主 な 内 容

県は、存廃も含め、公社等のあり方について検討県土地開発公社
し、早急に結論を出す。道路公社
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４ 上記以外の団体の基本的方向の概要

団 体 名 基 本 的 方 向 修 正 の 主 な 内 容

(財)ふくしま自治研修セン 自立型人材育成が求められていることや、公務
ター（自治研修センター） 員制度改革が進められていることなどを踏まえ、

研修体系の見直しを実施する。

、〃 政策提言機能と課題解決への支援機能を強化し
(シンクタンクふくしま) 自治体の自立的な地域経営を支援する。

(財)農業振興公社 組織人員の適正化や経費節減等により、累積欠
損金の縮減を図る。
長期保有地の早期処分を引き続き推進する。

(社)林業公社 県は、分収林事業の在り方について、県内有識
者の意見を踏まえながら、早急に結論を出す。

(財)建設技術センター 公共事業が減少傾向にある中、事業収入の推移
等を踏まえて、より効率的な組織・人員体制の確
立を図る。

(財)下水道公社 県は、アウトソーシング実行計画を踏まえ、流
域下水道の維持管理業務について、指定管理者制
度移行を含め、管理の在り方の見直しを行う。
公社は、より効率的な経営体制の確立を図る。

実行計画の取扱いⅢ

１ 公の施設を管理受託している公社等（１０団体）

、 、指定管理者制度の導入を踏まえ 公平な競争環境の整備を図る観点から

公社等の主体的・自立的な経営の確立に自ら取り組むことを基本とするた

め、今後、県として実行計画の進行管理は行わない。

なお、現行の実行計画上、県が実施主体となっている事項については、

引き続き各部局が着実に取り組む。

２ 上記１以外で実行計画を策定している公社等（９団体）

公社等見直しの基本的方向の修正を踏まえ、引き続き県が一定程度関与

する必要が認められる公社等については、年内を目途に 「実行計画」の見、

直しを行う。

３ 新たに「公社等関与指針」の対象とした公社（１団体：国際交流協会）

今後実施する点検評価の結果を踏まえ、必要に応じ、実行計画を策定す

る。

４ 上記１～３以外の公社等（３団体）

主体的、自立的な経営の確立に自ら取り組むことを基本とするため、県

として実行計画の策定は行わない。
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【参考】

公社等見直しの分類

公の施設 実行計画 該 当 公 社 等 の 名 称 実行計画見直し

管理受託 の有無 等の必要性

青少年育成・男女共生推進機構 不 要(財)

社会福祉事業団(社福)

※ 公平な競有 有 産業振興センター(財)

争環境の整(財)観光開発公社

備が必要(財)物産プラザふくしま

都市公園・緑化協会(財)

ふくしまフォレスト･エコ･ライフ財団(財)

文化振興事業団(財)

無 自然の家(財)

(10) 海洋科学館 (10)(財)

必 要(財)ふくしま自治研修センター ｼﾝｸﾀﾝｸ分（ ）

県土地開発公社

※ 県が関与(財)農業振興公社

無 有 林業公社(社)

畜産公社(社)
住宅供給公社

道路公社

建設技術センター(財)

下水道公社 (9)(財)

(財)ふくしま自治研修センター 除ｼﾝｸﾀﾝｸ 不 要（ ）

※ 主体的・無 (財)栽培漁業協会

自立的対応(財)きのこ振興センター

(3)(12)

新たに「公社等関 (財)国際交流協会 必要に応じ、

与指針」の対象と 実行計画策定

した団体 (1)

「公社等関与指針」 (財)いわき処分場保全センター( )旧環境保全公社

の対象外とした団

体 (1)

※ 住宅供給公社については、現在、県北・県中地区の県営住宅の管理受託を行ってい

るが、整理計画に基づき、平成１７年４月以降受託しないこととしたため 「公の施、

設管理受託：無」として分類した。
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福島県土地開発公社団 体 名

基本的方向を踏まえた改革目標

【目標】

県は、存廃も含め、土地開発公社の在り方について検討し、できる限り早く結論を出す。

改 革 工 程 表

【目標についての具体的な工程表】－ 土地開発公社の在り方検討

実施項目 具体的措置 実行主体 備 考実行年度

交通土地領域が中心となり、庁内関係領① 土地開発公社の

域との協議、公社廃止を決定している他県在り方の取りまと

調査等を実施して検討を進め、年度末までめ

には存廃も含め公社の在り方をとりまとめ

る。

ア 現状の整理 １７年１月 県

イ 課題・問題点の検討整理 １７年１月 県

ウ 検討結果の取りまとめ １７年１月 県

エ 検討結果を踏まえ、関係機関との調整 １７年２月 県ほか

オ 公社の在り方の取りまとめ １７年３月 県

〔主な課題〕

ａ 公社見直しに当たっての、県等か

らの委託事業の検討

・ 公有地取得事業

・ 土地取得造成等事業

・ あっせん等事業

ｂ 公社見直しに当たっての、本宮町

工業団地造成事業に係る未収金の取

扱い

※ 平成１６年７月現在元金

百万円１１，９４５

進 行 管 理 体 制

◇ 交通土地領域を中心に、関係領域等との打合せを適宜行いながら、進行管理を行う。

◇ 運営状況など全般的な事項については、県が、毎年度１回調査を行うとともに、定期的に有識者で構成す

る第三者機関による統一的・客観的な点検評価を実施し、必要に応じて助言等を行う。
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財団法人ふくしま自治研修センター団 体 名

（シンクタンクふくしま）

基本的方向を踏まえた改革目標

【目標１】

、 、 、今後のシンクタンク運営の基本的方針を策定し 県内自治体の抱える課題に重点を置き 人的

財的資源を集中することにより、自治体の政策提言機能と課題解決への支援機能の強化を図る。

【目標２】

住民協働ワークショップなど多様な住民参加手法を取り入れ、県内自治体と地域住民を結ぶコ

ーディネート機能を強化し、住民協働による地域づくりへの支援を行う。

※ これまでの主な調査研究実績

業 務 名 概 要

大信村国土利用計画策定業務（受託） 大信村国土利用計画策定にかかる業務

会津若松市温泉地に関する調査業務（受託） 東山・芦ノ牧温泉の現況調査、課題及び対応策の提案14

いわき市産業連関表作成の試行～平成７年に 産業連関表作成によるいわき市経済の構造分析、機能分析及び観光消年

おける市経済の構造～（自主） 費による経済波及効果分析度

新エネルギー導入事例調査（自主） 全国及び県内の新エネルギー導入事例の紹介

北東アジアにおける国際物流拠点構想（自主） 北東アジア経済圏の形成と国際物流拠点構想の提案

ふくしま協働のまちづくり市民推進会議ワーク ワークショップ（課外含む）の開催（９回）、提案書の取りまとめ

ショップ等運営業務（受託）

「新うつくしま子どもプラン」見直しのための県 子育て環境等に関する県民意識調査及び少子化等の要因分析・将来予15

民意識等調査事業（受託） 測年

新地町行政診断業務（受託） 財政診断、事務事業診断、定員管理・給与診断（現状分析と課題の検討）度

地方分権時代の地方債制度の方向性（自主） 地方債制度の現状と課題、地方分権時代の地方債制度の方向性の検討

福島県内の地方自治体における行政評価実 県内地方自治体における行政評価の取組状況、自治体の目標と目標に

施状況～現状と課題～（自主） 対する現状

「うつくしま２１」中間総点検調査（受託） 社会経済情勢の調査・分析、県民アンケート調査、研究会の運営

会津高原高畑スキー場等の経営見直しに関す 運営状況診断、外部環境診断、アンケート調査、先進事例調査、財務分

る調査（受託） 析診断、財務予測・企業会計シミュレーション、経営改革プラン策定16

地産地消と食育（自主） 学校給食の取組み紹介、地域活性化戦略の提案年

水道事業への公民パートナーシップ（ＰＰＰ）の 水道事業の現況と課題、ＰＰＰ導入事例研究に基づく民間委託の実際と度

導入（自主） 課題の整理

地域自治組織に関する調査（自主） 地方制度に関する動向の整理と先進事例調査（全国・県内）

改 革 工 程 表

【目標１についての具体的な工程表】－ 基本的方針の策定等

実施項目 具体的措置 実行主体 備 考実行年度

民間シンクタンクとの競合など、経営を １６年度 公社① 基本的方針の策

取り巻く環境が厳しさを増す中、自治体か定

ら期待される本来の機能を強化するため、

政策提言や得意分野への人的資源の集中、

経費の合理化などに関する基本的方針を策

定する。
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外部知識の導入を進めるため、福島大学 １６年度 公社② 外部専門機関と

を始めとした大学、その他関連民間団体等 ～の連携強化

との連携強化を図るとともに、情報交換の

機会を確保し、共同研究等の実施を検討す

る。

ア 専門性をより強化するため、専門研究 １６年度 公社 専門研究員：③ 専門研究員の拡

員の一層の活用を図る。 ～ 大学院博士課程充、客員研究員の

修了者等を委嘱創設

イ より充実した調査研究を推進するため １７年度 公社 客員研究員：

客員研究員制度の創設を検討する。 ～ 県内大学教授等

の委嘱を想定

実際の行政現場等における現状及び課題 １６年度 公社 特別研究員：④ 特別研究員との

の把握、そのノウハウの導入を図るため、 ～ シンクタンクふネットワークの緊

地域情報の提供、機関紙やホームページ等 くしまＯＢを委密化

への寄稿等の依頼など、現在地域において 嘱

各業務に携わる特別研究員とのネットワー

クの緊密化を図る。

ア 地域課題を的確に把握するため、自治 １６年度 公社⑤ 自治体の課題に

体の訪問等を通して、情報交換の緊密化 ～適合したテーマ設

に努める。定

イ 自治体が必要とする情報をタイムリー １６年度 公社 16年度末にメー

に提供するため、ホームページの充実及 ～ ルマガジンを発

びメールマガジン等の採用により、情報 信予定

交換体制の整備を進める。

ウ 自治体の政策形成に直結した調査研究 １７年度 公社

の推進を図るため、自治体との共同研究 ～

等の新たな手法の導入を検討する。

調査研究成果の発表の場の拡充を図るた １６年度 公社⑥ 調査研究成果の

め、研究報告書やホームページによる発表 ～発表の場の拡充

に加えて、研究員による講座の開催、各種

勉強会等への講師派遣、報道機関を活用し

た広報などを行う。

最新トピック等に関連したライブラリー １６年度 公社 〈参考〉⑦ 地域情報ライブ

15年度末登録件ラリーの利用促進 ストック情報を適時自治体に提供するた ～

数め、逐次情報を更新するなど、より利用し

やすい環境の整備に努める。 件２３，２５２
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【目標２についての具体的な工程表】－ 地域づくりコーディネート機能の強化

実施項目 具体的措置 実行主体 備 考実行年度

ア 自治体の実効性ある政策提言を促進す １６年度 公社① 多様な住民参加

るため、ワークショップなど、多様な住 ～手法の導入、実践

民参加手法を推進し、住民協働による地

域づくりを支援する。

イ 多様な住民参加手法の普及を図るため １６年度 公社、

自治体職員を対象としたワークショップ ～

講座等を開催する。

住民協働の地域づくりを支援するため、 １６年度 公社② 地域づくり団体

ＮＰＯ等地域づくり団体への情報及び活動 ～との連携

の場の提供等を行い、連携を深める。

地域づくり相談体制の一層の充実を図る １６年度 公社 〈参考〉③ 地域づくり相談

15年度相談件数機能の強化 ため、機関誌、情報誌などによる広報に努 ～

めるとともに、相談内容から自治体の研究 件５０

課題の把握、分析を行い、研究テーマの設

定に反映させる。

進 行 管 理 体 制

◇ 各研究員の活動については、四半期ごとに自己点検評価を行うとともに、内部評価管理委員会（仮称）を

設置してその管理を行う。

◇ 全体の進行管理についても、同委員会により、四半期ごとに事業の執行状況及び成果に関する点検評価を

行う。

◇ 運営状況など全般的な事項については、県が、毎年度１回調査を行うとともに、定期的に有識者で構成す

る第三者機関による統一的・客観的な点検評価を実施し、必要に応じて助言等を行う。
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財団法人福島県農業振興公社団 体 名

基本的方向を踏まえた改革目標

【目標１】

第二次経営合理化計画（平成１４年６月策定）に基づき、次の各事項に取り組み、累積欠損金

（１３年度末で約６１８百万円）を平成１８年度末までに約４９０百万円（▲１２８百万円）に

縮減する。

① 収益事業の廃止を踏まえ、今後の公益事業の業務量の推移を見極めながら、必要最小限の組

織人員体制とする。

② より一層の経費節減を図る。

③ 農地保有合理化事業等手数料の増収を図る。

※ これまでの取組成果

５０ （１５年度末現在の累積欠損金は、約５６８百万円）○累積欠損金の縮減状況 ・１３年度末から約 百万円縮減した。

○組織人員体制 ・１４年度より常勤役員を２名から１名とした。

（目標：１８年度末１１名）・公益事業部門職員数を１４年度末までに３名削減した。

（１３年度１５名→１５年度１２名）

○経費の節減 ・役職員給与を約１割削減するとともに、臨時事務補助員の雇用縮減、旅費・事務室借

（１４・１５年度節減額：３７，３００千円）上料などの経費節減に努めた。

○収入の確保 ・農作業受委託手数料の新設及び農地賃貸借手数料徴収対象の拡大により、手数料増収

（１４・１５年度増収額：６，２２０千円）を図った。

【目標２】

開発関連長期保有地や一般長期保有地、その他の長期保有地の早期処分に向けた具体的な措置

を講ずる。

※ これまでの取組成果

H14.12実行計画 これまでの処分
区 分 今後の処分面積

策定時保有面積 面積

開発関連長期保有地 ５０．２ｈａ １．４ｈａ ４８．８ｈａ

２７．４ｈａ ０．０ｈａ ２７．４ｈａ郡山市郡山東部地区

９．８ｈａ ０．０ｈａ ９．８ｈａ会津若松市大戸地区

５．４ｈａ １．４ｈａ ４．０ｈａ相馬市磯部地区

７．６ｈａ ０．０ｈａ ７．６ｈａ相馬市柚木地区

一般長期保有地（12市町村） １０．１ｈａ ０．９ｈａ ９．２ｈａ

その他の長期保有地 １１５．５ｈａ ７．２ｈａ １０８．３ｈａ

１．１ｈａ １．１ｈａ ０．０ｈａ相馬市東玉野地区

４０．４ｈａ ０．０ｈａ ４０．４ｈａ相馬市横川地区

６３．６ｈａ ０．０ｈａ ６３．６ｈａ相馬市今田地区

６．２ｈａ ６．１ｈａ ０．１ｈａ相馬市磯部地区

４．２ｈａ ０．０ｈａ ４．２ｈａ相馬市和田地区

【主な取組状況】

《開発関連長期保有地》

「郡山東部地区」について、売却等を前提に約３年間の有償貸付け中。

《その他の長期保有地》

「東玉野地区・磯部地区」について、概ね処分済み。

「横川地区・今田地区」について、相馬市への売却手続中。
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※ ①開発関連長期保有地・・ 市町村からの申出書等に基づいて買い入れた未墾地又は造成して農地とした土地で長期

間保有しているもので、借入金があるもの。

②一般長期保有地・・・・ 規模拡大農家に売り渡す目的で買い入れた農地で長期間保有しているもので、借入金が

あるもの。

③その他の長期保有地・・ 上記①及び②以外で、長期間保有しているもの。

改 革 工 程 表

【目標１についての具体的な工程表】－ 第二次経営合理化計画に基づく取組み

実施項目 具体的措置 実行主体 備 考実行年度

14年度から１名① 組織人員の適 ア 常勤役員を２名から１名に減員する。 １４年度 公社

に減員。正化 ～

13年度末：１名イ 公益事業部門職員数 13年度：15名（ ） １４～ 公社

14年度末：２名については、平成１８年度末までに４ １８年度

名削減する。

※節減額(13年度比)② 経費の節減

⑭約11,700千円ア ５年間、役職員年間給与の約１割を １４～ 公社

⑮約10,700千円削減し 年間約11,300千円を節減する、 。 １８年度

⑭約 3,600千円イ 借室料等を年間約 3,500千円節減す １４年度 公社

⑮約 3,730千円る。 ～

⑭約 2,600千円ウ 事務補助員雇用月数を平成１３年度 １４年度 公社

⑮約 2,310千円の約２分の１に削減し、雇用経費を年 ～

間約2,200千円節減する。

⑭約 1,300千円エ ５年間、県内日帰り出張の場合の日 １４～ 公社

⑮約 1,360千円当支給は行わないこととし、旅費を年 １８年度

間1,300千円節減する。

⑭約 1,700千円③ 収入の確保 農作業受委託手数料の新設及び農地賃 １４年度 公社

⑮約 4,520千円貸借手数料徴収対象の拡大により、年間 ～

約3,600千円の手数料増収を図る。

県補助金④ 県の助成措置 公社が県行政の補完的業務にのみ取り １４年度 県

⑭約244,000千円組むこと及び経営合理化を進めていくこ ～

⑮約213,000千円とを踏まえ、所要の助成措置を講じる。

（農地保有合理

化事業、青年農

業者育成事業等

）に対する補助金
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縮減額⑤ 累積欠損金の 以上の取組みにより平成１３年度末約 １４～ 公社

⑭約21百万円縮減 618百万円の累積欠損金を平成１８年度末 １８年度

⑮約29百万円には約490百万円まで縮減する。

（16年度計画24百万円節減）

１７～ 公社⑥ 次期計画の策 第二次経営合理化計画（計画期間：14

１８年度定検討 ～18年度）後の計画の策定について検討

する。

【目標２についての具体的な工程表】－ 長期保有地の処分

実施項目 具体的措置 実行主体 備 考実行年度

。① 開発関連長期 ア 関係機関（県、関係市）と協議し、 １３年度 公社、県 ・ ⑮一部売却

（相馬市磯部保有地の処分策 公用、公共用等、他用途利用も視野に ～ 等

地区1.4ha）入れた具体的有効利用方策を検討のう

え早期処分に努める。

１４年度 公社、県イ 売渡価格は、公社の規定に沿った価

～ 等格を基本とするが、近年の地価動向や

近傍価格等も勘案し、柔軟な対応も検

討する。

・ 差損についウ 売渡しに当たっては、差損対策や支 １４年度 公社、県

ては、県から援対策等について関係機関とも協議し ～ 等

一部措置を受ながら処分に努める。

けると同時に

関係機関に要

請。

(0.84ha)② 一般長期保有 ア 市町村農業委員会等と協議しながら、 １４年度 公社 売却実績

⑭2か所(0.57ha)地の処分策 売渡先の掘り起こしを行い、早期処分 ～

⑮3か所(0.27ha)に努める。

売渡価格はイ 売渡価格は、公社の規定に沿った価 １４年度 公社 ・

実勢価格を参格を基本とするが、近年の農地価格動 ～

考に対応。向や近傍価格等も勘案し、柔軟な対応

も検討する。

積み増し額ウ 農地価格の下落等に備えるための売 １４年度 公社

⑭約14,600千円買事業損失引当金の積み増しを行う。 ～

⑮約12,200千円
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⑮一部売却。③ その他の長期保 関係機関（県、関係市）と協議し、公 １４年度 公社、県

（相馬市東玉野有地の処分策 用、公共用等、他用途利用も視野に入れ ～ 等

地区1.1ha、同磯早期処分に努める。

部地区6.1ha）ア 今田地区(63.6ha) 横川地区(40.4ha)、

相馬市への売却手続中（16年度内の

売却 。）

和田地区(4.2ha)イ

関係機関との協議を進め、具体的有

、 。効利用方策を検討し 早期に処分する

進 行 管 理 体 制

◇ 農業振興公社の第二次経営合理化計画（平成14年6月18日策定 、については、計画策定に関係した総務予）

算グループ、普及教育グループ、担い手育成グループ及び公社において進行管理を行う。

公 第二次経営 企画会議(課長以上で 収支予算、収支決算 収支予算、収支決算

合理化計画 構成、毎週開催)にお 案等作成、事前協議 等を理事会で決定

社 策定14.6.18 いて進行状況点検

第二次経営 第二次経営合理化計

県 合理化計画 画の進行管理状況を

案承認 確認のうえ承認

※ 関係グループ（総務予算グループ、普及教育グループ、担い手育成グループ）

◇ 運営状況など全般的な事項については、県が、毎年度１回調査を行うとともに、定期的に有識者で構成す

る第三者機関による統一的・客観的な点検評価を実施し、必要に応じて助言等を行う。
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社団法人福島県林業公社団 体 名

基本的方向を踏まえた改革目標

【目標１】

（ ） 、 （ ）長期借入金 平成１５年度末時点：４４２億円 について 第２次改善計画 平成１３年６月

に基づく具体策の実施により、増大の抑制を図る。

※ 第２次改善計画の概要

計画の性格 平成８０年を目標にした経営改善計画

改善内容 収入 間伐収入の確保： １９１億円

（効果） 支出 事業費の減（施業基準の見直し ： ３５億円）

管理費の削減： ３６億円

【目標２】

森林整備（分収林事業）のための借り入れにより、厳しい経営状況にある公社事業について、

「林業公社事業の在り方に関する懇談会」の提言を踏まえながら、今後の事業枠組みの方向性を

得る。

※ 公社の主たる事業である「分収造林事業」

公社による分収造林は、山村地域の資源の有効利用を図るため 「資金がない 「労力がない」といった事情で自、 」

営造林ができない森林に対して、公社が造林者、費用負担者となり、森林所有者と分収造林契約を結び、造林から

伐採に至るまでの一切の作業を公社が行う仕組みである。

現在の分収契約期間は60年で、伐採後の売却収入から必要経費（伐採経費、搬出経費）を控除した金額を公社60

％、森林所有者40％の割合（分収割合）で分配する契約となっている。

しかし、林業公社が経営する森林は、そのほとんどが保育・間伐等が必要な若齢林であり、当分の間は収入が期

、 （ 、 。）。待できず 経営面で厳しい状況にある 森林は 資本の投資から回収まで極めて長期間を必要とする特質がある

改 革 工 程 表

【目標１についての具体的な工程表】－ 第２次改善計画に基づく長期借入金の増大の抑制

実施項目 具体的措置 実行主体 備 考実行年度

間伐収入実績① 経営改善の重点 計画的かつ積極的に間伐を行い、間伐収 １４ ～ 公社

⑭ 1,475千円事項 入(収支目標で191億円)を確保する。 ８０年度

⑮ 1,465千円

管理費節減実績② 経費節減等の合 ア 人件費等管理費の節減 １４ ～ 公社

⑭ 12,429千円理化を図る事項 一時金の削減、管理職手当の削減等に ８０年度

⑮ 16,243千円より管理費の節減を図る。

（◎縮減額 ３６億円）
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諸経費節減実績イ 森林施業の合理化 １４ ～ 公社

⑭ 40,500千円森林の状況に適合した森林施業を実施 ８０年度

⑮ 33,461千円するとともに、作業期間の一致する作業

を合併発注し、諸経費の節減を図る。

また、保育事業については、林木の生

長に応じた施業により経費節減を図る。

（ ）◎縮減額 ３５億円

活用額実績ウ 無利子資金の活用 １４年度 公社

⑭ 75,897千円無利子の森林整備活性化資金の融資枠 ～

⑮ 59,756千円等の拡充を要請しながら積極的な活用を

図る。

借換実績エ 借入金利子負担の軽減化 １５年度 公社

⑮ 58億円県以外（農林漁業金融公庫）の既往の ～

(この借換に伴い借入金の利子返済は、現在年約６億円と

総額で約21億円なっていることから、低利な借換制度を

の利子負担が軽活用し、利子負担の軽減を図る。

減)

※ 平成13年に森林・林業基本法が制定され

森林の有する公益的機能の維持増進を図る

ため一斉皆伐を避ける非皆伐施行を推進す

る政策に転換された。

それを受けて、公社においても非皆伐施

業（択伐）を推進し、現在60年となってい

る公社の分収契約期間を、80年以上を契約

期間とする長伐期施業へ転換する必要があ

り、契約期間の変更に当たって低利の借換

資金を活用するものである。

ア 事業所体制の見直し ２５年度 公社③ 組織体制の整備

人員の効率的配置を考慮し、本社と１

事業所（会津）体制とする。

⑮ 15名 → 13名イ 職員の配置 １５年度 公社

（２名減）拡大造林の終了、森林施業の弾力的な ～

実施、特に間伐事業の効率的な執行を進

め、平成１３年度現在での１７名体制を

１２名体制とする。

県からの借入金の元金償還が平成１８年 １４～ 公社、県④ 県からの借入金

度から開始されることから、長期収支見通 １７年度の償還

しを十分検討し、返済計画を作成の上、県

と協議していく。
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【目標２についての具体的な工程表】－ 分収林事業の枠組み検討

実施項目 具体的措置 実行主体 備 考実行年度

森林の公益的機能の高度な発揮が要請さ １４～ 県、公社① 今後の事業枠組

れている中、森林整備を担う公的機関であ １６年度みについての検討

る林業公社の事業の在り方等を検討する上

での参考とするため設置した「林業公社事

業の在り方に関する懇談会」からの最終提

言（17年1月予定）を踏まえ、平成１７年

３月までに方向性を出す。

進 行 管 理 体 制

◇ 長期収支見通しが、平成80年を目標とした長期計画であることから、進行管理を行うために、５年を１期

とする分期計画を策定する。

◇ 公社内に分期計画の進行管理委員会を設置し、第２次改善計画及び分期計画に基づく改善内容及び業務内

容の進行管理を行う。

◇ 第２次改善計画を含めた分期計画の実行状況については、毎年公表を行う。

＜進行管理の流れ図＞

林業公社

改善計画の分野

別執行責任者の 進行管理委員会 理 事 会 進行管理委員会 理 事 会

配置と工程表の 分期計画の策定 決 定 分期計画の管理 報 告

作 成

公 表

県

分期計画の検討 分期計画管理に

調 整・指 導 関する調整指導

※ 進行管理委員会は公社理事、県（森林整備グループ）等を構成員とする。

◇ 運営状況など全般的な事項については、県が、毎年度１回調査を行うとともに、定期的に有識者で構成す

る第三者機関による統一的・客観的な点検評価を実施し、必要に応じて助言等を行う。
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社団法人福島県畜産公社団 体 名

基本的方向を踏まえた改革目標

【目標】社団法人福島県畜産振興協会との統合

社団法人福島県畜産振興協会と、福島県畜産関係団体組織体制再編整備推進協議会の決定に基

づき、平成１７年４月１日に統合する。

改 革 工 程 表

【目標についての具体的な工程表】－ 畜産振興協会との統合

実施項目 具体的措置 実行主体 備 考実行年度

県の立会のもと、畜産公社と畜産振興協 １７年２ 公社、畜① 統合に係る協定

会において、畜産公社の畜産振興協会への 月 産振興協書の締結

業務・財産の承継等に関する協定書を締結 会、県

する。

畜産公社の解散総会において、法人解散 １７年３ 公社② 解散総会の開催

の決定、仮決算の承認、清算人の選任等を 月

、 。行った後 県知事への解散承認申請を行う

県は、畜産公社の業務等を承継するため １７年３ 県③ 畜産振興協会の

の畜産振興協会の定款変更を認可する。 月定款等の変更認可

進 行 管 理 体 制

統合するまでの進行管理は、下図により、公社及び県において実施する。

＜公社＞

理 事 長 解散総会

の 開 催

統合に係る

協定書の締結

統 合

＜協会＞

会 長 定款変更

＜ 県 ＞

立 会 者 知 事 の 知 事 の

承 認 認 可
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福島県住宅供給公社団 体 名

基本的方向及び論点を踏まえた改革目標

【目標】

住宅供給公社は、平成１６年９月に策定した公社整理計画（マスタープラン）に基づき、平成

２０年度末の解散に向けて未分譲地の販売等整理業務を遂行する。

県は、計画の進捗状況を点検しながら、必要な指導と支援を行う。

改 革 工 程 表

【目標についての具体的な工程表】－ 整理計画の実行

実施項目 具体的措置 実行主体 備 考実行年度

ア 分譲資産の販売 １６年度 公社① 整理計画の実行

平成２０年度までの完売を目指して、 ～

計画的な宅地販売に努める。

○ 15年度末の未分譲区画数551戸

○ 分譲・販売実績と目標(区画(戸)数)

実 績 目 標

12年度 185 16年度 119

13年度 89 17年度 117

14年度 217 18年度 98

15年度 168 19年度 86

20年度 62

イ 長期借入金の償還 １６年度 公社

分譲宅地の計画的な販売とともに、経 ～

費の節減等を図りながら、整理計画期間

内に償還できるように努める。

○ 15年度末の長期借入金34.5億円

○ 長期借入金償還実績と目標(億円)

実 績 目 標

12年度 19.9 8.516年度

13年度 5.2 7.017年度

14年度 10.0 7.018年度

15年度 13.5 6.019年度

6.020年度

ウ 公社所有資産の処分 １６年度 公社

整理計画に基づき、売却処分等を実施 ～

していく。

○ 公社所有資産の状況(15年度末現在)

資産の種類 件 数 面 積（㎡）

賃貸事 土 地 9 49,563.84

業資産 建 物 5 9,381.60

事業用土地資産 2団地 77,328.23

その他土地資産 16 91,410.31
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エ 県関係事業の公社からの移管 １６年度 公社、県

整理計画に基づき、現在公社が行って ～

いる県営住宅や特定優良賃貸住宅等の管

理事業の移管を実施していく。

○ 県営住宅等の管理状況(15年度末現在)

県営住宅 県北管内 1,985戸

県中管内 2,106戸

駐車場 3,207区画

特定優良賃貸住宅 466戸

オ 経常経費の節減 １６年度 公社

整理計画に基づき、経営合理化策とし ～

て、諸経費の節減に努める。
○ 経費節減目標（単位：千円）

項 目 20年度目標額 15年度比

常勤役職員人件費 135,500 54％

共通経費事務費 14,936 62％

カ 職員の処遇 １６年度 公社、県

整理計画に基づき、現公社職員の処遇 ～

についての支援を行っていく。

○ 現行の支援制度

「希望退職制度」

「公社職員資格取得等支援研修制度」

整理計画の進捗に応じて、策定から２年 １８年度 県② 整理計画の見直

経過時に計画内容を見直す。し

進 行 管 理 体 制

◇ 土木部において、進行管理を行う。

◇ 運営状況など全般的な事項については、県が、毎年度１回調査を行うとともに、定期的に有識者で構成す

る第三者機関による統一的・客観的な点検評価を実施し、必要に応じて助言等を行う。
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福島県道路公社団 体 名

基本的方向を踏まえた改革目標

【目標】

県は、存廃も含め、道路公社の在り方について検討し、できる限り早く結論を出す。

改 革 工 程 表

【目標についての具体的な工程表】－ 道路公社の在り方検討

実施項目 具体的措置 実行主体 備 考実行年度

庁内関係部署を含めて、公社の現状、課① 道路公社の在り

題を整理し、懇談会等の活用も含め、具体方の検討

的な進め方等を決定し、今後の在り方につ

いて検討する。

〈検討の方法〉

ア 現状の整理 １６年度 県、公社

イ 課題・問題点の整理 １６年度 県、公社

ウ 検討及び検討結果の取りまとめ １７年中 県ほか

エ 検討結果を踏まえ、関係機関との調 １７年度 県、公社

整 中

平成１６年３月に公社が策定した「道路 １６年度 公社② 道路公社経営方

公社経営方針」に基づき、具体的な施策の ～針に基づく具体的

検討を行い、可能なものから実施するとと方策の検討

もに、県が実施する検討結果を踏まえて、

必要に応じて見直しを行う。

〈経営方針の内容〉

ア 通行料金収入増加策の検討

イ 観光有料道路ＰＲの充実強化

ウ 有料道路の魅力向上施策の推進

エ 業務運営体制の効率化 など

進 行 管 理 体 制

◇ ①については、土木部において進行管理を行う。

◇ ②については、公社が県と調整を図りながら、進行管理を行う。

◇ 運営状況など全般的な事項については、県が、毎年度１回調査を行うとともに、定期的に有識者で構成す

る第三者機関による統一的・客観的な点検評価を実施し、必要に応じて助言等を行う。
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財団法人福島県建設技術センター団 体 名

基本的方向を踏まえた改革目標

【目標】

公共事業の動向や建設技術センターの役割を踏まえ、事業の確保を図りながら、事業内容・事

業量等の変化に柔軟でより効率的に対応できる組織・人員体制について検討し見直しを行う。

改 革 工 程 表

【目標についての具体的な工程表】－ 組織・人員体制の見直し

実施項目 具体的措置 実行主体 備 考実行年度

ア 事業内容・事業量等の変化に柔軟でよ １６年度 公社① 組織・人員体制

り効率的に対応できる組織とする。 ～の見直し

、 。・毎年度検討し 必要に応じて措置する

〈 〉改正内容(調整中)

○ ４部３所１０課３室

↓ 再編

３部３所１０課２室

○ 組織変更時期

平成１７年４月１日

イ 事業確保や事業内容・事業量等の推移 １６年度 公社

を見ながら、適正な人員配置を行う。 ～

、 。・毎年度検討し 必要に応じて措置する

ウ 平成１５年３月に公社が策定した「業 １５年度 公社

務見直しに関する行動計画」に基づく事 ～

業の進行管理

〈行動計画の内容〉

・市町村事業の受託

・試験研究実施計画

進 行 管 理 体 制

◇ 毎年度、次により実施項目の進行管理を行う。

総括責任者 ： 専務理事

副総括責任者： 常務理事

事業確保、事業内容・事業量等及び組織・人員体制の見直し担当者：

各部長、試験研究所長、会津支所長、原町事務所長

◇ 運営状況など全般的な事項については、県が、毎年度１回調査を行うとともに、定期的に有識者で構成す

る第三者機関による統一的・客観的な点検評価を実施し、必要に応じて助言等を行う。
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財団法人福島県下水道公社団 体 名

基本的方向を踏まえた改革目標

【目標１】

県は、流域下水道の維持管理業務について、民間活力の活用及び経費削減を図る観点から、当

該業務の全般的な見直しを行い、指定管理者制度への移行も含め、今後の管理方針を検討する。

【目標２】

下水道公社は、市町村下水道事業を総合的に支援する観点から、受託事業業務の進行管理に努

めるとともに、経営体制の更なる効率化策を検討する。

改 革 工 程 表

【目標１についての具体的な工程表】－ 指定管理者制度を含めた管理運営方法の検討

実施項目 具体的措置 実行主体 備 考実行年度

指定管理者制度を含めた民間活用が可能 １６年度 県① 今後の管理方針

な業務内容や課題を整理する。 ～の検討

・個別業務内容の見直し

・指定管理者制度適用の課題等の整理

・今後の方針の取りまとめ

【目標２についての具体的な工程表】－ 経営体制の更なる効率化策の検討及び受託事業業務の進

行管理

実施項目 具体的措置 実行主体 備 考実行年度

ア 事業内容・事業量等の変化に柔軟でよ １６年度 公社① 経営体制効率化

り効率的に対応できる組織体制及び人員 ～策の検討

体制の検討

・県が検討している流域下水道維持管理

業務の委託の在り方を見据えた対応

・ＩＳＯ１４００１規格の遵守等による

経費の節減

イ 市町村支援内容の多様化に対応できる １６年度 公社

公社職員の育成 ～

・技術的専門研修への積極的参加及び各

資格の取得

・自治研修センターを活用した研修

・職場研修の充実

ウ 市町村支援内容充実のための検討 １６年度 公社

・新たな支援業務掘り起こしの研究 ～
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平成１５年３月に策定した受託方針等に １５年度 公社② 受託方針に基づ

基づく進行管理 ～く事業の管理

・受託方針に基づく事前審査

・受託成果に対するフォローアップ評価

進 行 管 理 体 制

◇ 目標１は、土木部において進行管理を行う。

◇ 目標２は、公社において、次により実施項目の進行管理を行う。

総括責任者 ： 常務理事（総務）

副総括責任者： 常務理事（業務）

◇ 運営状況など全般的な事項については、県が、毎年度１回調査を行うとともに、定期的に有識者で構成す

る第三者機関による統一的・客観的な点検評価を実施し、必要に応じて助言等を行う。


